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STEP ５（提出書類のアップロード）

保存場所から該当 PDF を選
び、クリックしたままアップ
ロードする項目へドラッグし
ます（元の保存場所にもデー
タは残ります）。

アップロードしたい項目をク
リックし、保存場所を表示、
該当PDFを選択します。「開
く」でアップロード完了です。

申請に必要な提出書類を PDF 化し、
各種類ごとにアップロードしてくださ
い。アップロード方法は、保存されて
いるフォルダからのドロップ、又は該
当書類のクリックボタンから保存場所
を選択する 2種類があります。

全ての提出書類のアップロードが完了
しましたら「次へ」より STEP6 最終
確認へお進みください。

「提出が必要な営業所情報の確認」ボタンをク
リックで、STEP2 本社・営業所情報にてご入力
いただいた内容が表示されます。申請にあたっ
て各種書類の提出が必要な営業所の確認に、お
役立てください。なお、本社一括で提出された
場合には、提出書類の写しに加え、届出事業場
一覧表の添付が必要です。

ドロップの場合

クリックの場合



115

STEP ６（最終確認、申請）

事業者情報から提出書類情報まで、入力内容に
誤りがないかご確認ください。

・申込内容
・‥各認証項目で自認いただいたチェックを自認書提出と見做すことへの同意
・約款、認証規則、個人情報保護方針への同意
以上 3点をご確認いただけましたら各項目にチェックを入れ、申込みボタンに
お進みください。

申請にあたって以下のような事項がありましたらご記入ください。
・グループ会社等を同じ担当者の方が同時に申請する場合は各会社名
・会社の分割・合併、営業所の追加の予定等
・提出書類についての事情
・その他連絡事項
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申込み完了

申込みが完了しますと、申込番号が発番され、
お知らせメールが届きます。また、システム申
込み履歴一覧から、申込詳細をご確認いただけ
ます。

メールサンプル

SR9001-002
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提出書類郵送の場合

書類郵送の場合

申込み情報で「提出書類は郵送で提出」を選択し
た場合は、STEP5のアップロードは不要です。「次
へ」にお進みください。
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提出書類郵送の場合（続き）

　　（4）申請後について
　　　 　電子申請の場合、弊会発行の各書類（請求書等）は、すべて申請ポータルサイト上で発行いたします。

登録証書は、ご登録の実質上の本社住所にお送りいたします。

申込み完了画面に、提出書類送付状の案内が表
示されます。

〒102-8567
  年　月　日

東京都千代田区紀尾井町4-7

交通物流部　行

送付案内

（一財）日本海事協会

１．申込み情報／ご担当者情報

申込み日

申込み番号

認証段階

認証単位

事業種別

書類の提出方法

交通　物流 様

03-5226-0000

y-      @classnk.or.jp

　　　　年　月　日

003

一つ星

事業者全体

トラック

提出書類は郵送で提出

氏名

所属名

Tel

e-mail

２．登記上の事業者情報：

会社名 CLASSNK株式会社

住所 1020094 東京都 千代田区紀尾井町 0-0

Tel 03-5226-0000

３．実質上の事業者情報（本社機能を有する実質的な本社の情報）：

会社名 CLASSNK株式会社

住所 2670056 千葉県 千葉市緑区大野台 0-0-0

Tel 043-000-0000

４．請求先情報：

※上記、実質上の事業者情報と同じ

５．提出書類：

No. 名称 電子提出済み

1 就業規則の写し

2 ３６協定の写し

3 労働条件通知書の写し

4 安全衛生委員会等関連書類の写し

5 直近１回分の定期健康診断結果報告書の写し

6
行政処分の違反点数を受けている事業者については、
是正処置が適切に実施（または計画）されていることが確認できる書類
（事業改善報告書等）の写し

日本海事協会使用欄（以下の欄には記入しないでください）

受付年月日 受付番号 申込み番号

SR9001-003

担当者

送付状を、提出書類のおもてに添えてお送りく
ださい。郵送の際は A4 サイズに用紙を統一し
てください。
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　Ｂ．紙による申請

　（1）必要な書類と書式の入手方法
　　　必要な書類は下記の通りです。ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。
　　　https://www.untenshashokuba.go.jp/　（各様式は、申請受付開始時にウェブサイトで公開予定）

　　　＜申請書類＞

　　　　①運転者職場環境良好度認証制度�審査申込書（様式Ａ）　（審査申込書は巻末付録 3 を参照）
　　　　②本申請に係る本社・営業所一覧（様式Ｂ）　（本社・営業所一覧は巻末付録 4 を参照）
　　　　③認証項目及び参考項目についての自認書（様式Ｃ）　（自認書は巻末付録 5 を参照）
　　　　④認証項目の「提出書類」（6種）（表紙の様式Ｄ－1～Ｄ－6）　（「提出書類」は巻末付録 6 を参照）
　　　　⑤郵送物チェックリスト（様式Ｅ）　（紙申請チェックリストは巻末付録 7 を参照）

　（2）各書類の記入方法について
　　　ア．審査申込書の記入について
　　　　　記入例をご覧ください。
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審査申込書の記入例（様式Ａ）

年 月 日

-

-

申請年月日
（西暦）

"Co., Ltd"等の会社表記は不要 NIPPON KAIJI BASU

日本海事協会使用欄（以下の欄には記入しないでください）

102 8567

e-Mail ※ soumu1@xxxx.co.jp e-Mail（予備）

２枚目につづく

者当担号番み込申号番付受日月年付受

－－xaFTel ※ 03 － 5226 － xxxx

長部務総職役部業事スバ名属所

－－ｘａＦTel ※ －－

【ご担当者情報】※は必須項目です。e-Mailは少なくとも1件は必ずご記入ください。申込みや審査担当者からの連絡の際に通知のメールが送信されます。

氏名 ※ 紀尾井 一郎

【実質上の事業者情報】※は必須項目です。
登記上の本社で事業を行わず別に本社を設けられている場合は、本社機能を有する実質的な本社をご入力ください。実質上の事業者情報に記載された会社名
及び所在地はそのまま登録証書に記載されます。
なお、実質上の事業者情報が、上記の登記上の事業者情報と同じ場合は、記入不要です。下記をチェックしてください。
☑ 上記、登記上の事業者情報と同じ

所在地 ※

（住所）

県府道都号番便郵

地番目丁村町区市

室号・階名ルビ

Tel  ※ 03 －

一般財団法人 日本海事協会 殿

運転者職場環境良好度認証制度 審査申込書

会社名 ※
（ローマ字）

－－ｘａＦxxxxx－6225

 日本海事協会の「運転者職場環境良好度認証制度認証規則」、「運転者職場環境良好度認証制度における約款」及び「個人情報保護方針」を了承の上、下記
の登録及び運転者職場環境良好度認証制度の審査を申込みます。

【登記上の事業者情報】※は必須項目です。

会社名※ 日本海事バス株式会社 法人番号 ※ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

所在地 ※

（住所）

都京東県府道都号番便郵

号7番4地番目丁町井尾紀区田代千村町区市

室号・階名ルビ

記入された会社名は、そのま
ま登録証書に記載されますの
で、”株式会社 ”、”有限会社 ”
等、正確に記入してください。

国税庁から指定された法人番
号（13 桁）を記入してくだ
さい。不明な場合は国税庁
ウェブサイト等でご確認くだ
さい。

登記上の住所で事業を行って
いない場合は、実際に事業を
行っている本社の所在地（住
所）をご記入ください。

e-Mail は少なくとも 1 件は
必ずご記入ください。
申込みや審査担当者からの連
絡の際に通知のメールが送信
されます。

貴社の会社名のローマ字（ヘ
ボン式）をご記入ください。
なお、登録証書には印字され
ません。



121

　　　イ．本社・営業所一覧の記入について
　　　　　下記記入例をご覧ください。

本社・営業所一覧の記入例（様式Ｂ） 様式B

会社名

県府道都号番便郵名所業営・社本．oN 電話番号 労働者数注1)
内ドライバー数

注1)

0 本社
注3）

（又は一営業所目）
本社 102-0856 東京都 03-5226-XXXX 08 本社一括 各管轄 本社一括 各管轄

1 　　 追加営業所
注4） 丸の内営業所 100-0005 東京都 03-XXXX-XXXX 2425 本社一括 各管轄 本社一括 各管轄

2 追加営業所 池袋営業所 170-0014 東京都 03-XXXX-XXXX 2151 本社一括 各管轄 本社一括 各管轄

3 追加営業所 渋谷営業所 150-0002 東京都 03-XXXX-XXXX 5102 本社一括 各管轄 本社一括 各管轄

4 追加営業所 和光営業所 351-0114 埼玉県 048-XXX-XXXX 1181 本社一括 各管轄 本社一括 各管轄

5 追加営業所 戸田営業所 335-0024 埼玉県 048-XXX-XXXX 1141 本社一括 各管轄 本社一括 各管轄

6 追加営業所

7 追加営業所

8 追加営業所

9 追加営業所

10 追加営業所

11 追加営業所

12 追加営業所

13 追加営業所

14 追加営業所

15 追加営業所

注1）

注2）

注3）

注4）

労働者数には、自認書で記入する基準日時点における各営業所の常時使用する労働者数を記入してください。ドライバー数には、常時使用する労働者数の内のドライバー数を入力してください。なお、第二種貨物利用運送事業者については、貨物自動車を所有しており運転者を登録している実運送事業者が申請対象です。

・労基署への届出方法を選択してください。
・就業規則・３６協定の本社一括届出を行っている場合、届出に含まれている営業所は、「本社一括」を選択してください。本社一括届出の場合、本社の就業規則及び３６協定の写し（労基署受付印有）に加え、それぞれについて労基署に提出した届出事業場一覧表の添付が必要です。
・就業規則・３６協定を、各営業所ごとに管轄の労基署に届出している場合、該当する営業所は、「各管轄」を選択してください。
・一部の営業所を本社一括届出にし、残りを管轄の労基署に届出している場合、一括届に含まれている営業所は「本社一括」に、一括届に含まれていない営業所は「各管轄」を選択してください。
・労働者10人未満であって、就業規則の労基署への届出を行っていない営業所は、「各管轄」を選択してください。

法人単位で申請する場合は実質上の「本社」をこの欄に記入してください。一部都道府県単位での申請する場合であって、本社所在地が認証申請の範囲（都道府県）外の場合は、認証申請の対象となる営業所の一カ所目をこの欄に記入してください。それ以外の場合は、運転者がいない場合も必ず実質上の本社を申請に含
めてください。

No.1以降の追加営業所には、認証申請の対象となる「全ての営業所（本社を除く）」を記入してください。追加営業所には、一カ所ごとに追加の審査料（3千円）・登録料（5千円）が加算されます。

渋谷区渋谷〇丁目〇番〇号

和光市本町〇丁目〇番〇号

戸田市戸田公園〇丁目〇番〇号

豊島区池袋〇丁目〇番〇号

本申請に係る本社・営業所一覧

住　　　　　　　　　　　　所

千代田区紀尾井町4番7号

千代田区丸の内〇丁目〇番〇号

就業規則 届出方法
注２)

３６協定  届出方法
注２)

□□

☑

□ ☑ （ ☑ ☑ ) □

1)

2)
3)

4)

□ ☑

□□□

□□□

□□□

□□□

□□□

□ ☑ □

□□□

☑

□

貸切バス 乗合バス タクシー

leT7-4町井尾紀区田代千都京東 4900－201〒 03

□

500万円以下

個人

10人以下

請求先会社名 ※ 名課部求請社会式株事海本日

他のそじ同と報情者業事の上質実

（審査申込書　つづき）

11両～30両 500万円超～1,000万円

XXXX

【公開URL情報】（任意）
本会のウェブサイトで公開する認証事業者一覧に上記URLへのリンクが表示されます（求職者へのPR等にご利用いただけます）。

事業者ウェブサイト

－ 5226 －

【事業規模等情報】（任意）以下の項目は本制度の普及推進のために調査するものです。

請求先会社名 ※
（ローマ字）

"Co., Ltd"等の会社表記は不要
NIPPON KAIJI

住所 ※

5)各都道府県協会等への所属を含みます。

301両以上 3億円超
全日本トラック協会
日本バス協会
全国ハイヤー・タクシー連合会

  所属している

  所属していない

51両～100両 5,000万円超～1億円

101両～300両 1億円超～3億円

事業規模

模規金本資模規数員業従模規数両車

個人 個人・公営

10両以下

11人～30人

31人～50人

51人～100人

101人～300人

301人以上

31両～50両 1,000万円超～5,000万円

一つ星 新規 ☑ 一つ星 継続

バスを選択した場合は、事業種別の詳細（貸切バス又は乗合バス（両方行っている場合は両方））を選択してください。
認証を申請する単位が事業者全体（法人単位）の場合は「事業者全体」に選択し、 一部の都道県単位で認証を申請する場合は「一部都道府県」を選択し、都道府県を設定してくだ
さい。1つの都道府県にのみ、営業所が複数ある場合は、「一部都道府県」ではなく、「事業者全体」を選択してください。
「いいえ」の場合であっても、企業グループの再編等により事業許可取得後3 年以上経過している事業者の就業規則等を承継して運送事業を行っている場合等、特別な事由がある場
合は申請が認められる場合があります。そのような場合は事由を記入してください。

【請求先情報】※は必須項目です。 請求書の宛名が上記実質上の事業者情報と異なる場合は「その他」にチェックのうえ、請求先会社名、請求先部署名及
び住所をご記入ください。

一部都道府県巡回チェック
(認証取得後のチェック)の希望

□

二つ星

認証単位3) ※

事業者全体

都道府県名 （ 東京都  ）

認証段階 ※

事業種別1) 2) ※

申請の
基本要件 ※

事業許可取得後3年以上経過している。

事由4)

事業種別は、トラック、バス、タクシーのいずれか一つを選択してください（認証は事業種別毎に行われるため、複数の事業（例えば、バス事業とタクシー事業）を一つの会社で
行っている場合は別々にお申込みをお願いします）。

 ✓はい  □いいえ  「いいえ」の場合は下欄に事由を記入してください

トラック バス

【申込み情報】※は必須項目です。
申し込む項目にレ点を記入してください。

への所属5)

一覧には、認証申請の対象となる全ての本社・営業所
を記入してください。

自認書で記入する基準日時点における各営業所
の常時使用する労働者数を記入してください。

自認書で記入する基準日時点における各営業所の常時使用する
ドライバー数を記入してください。本社にドライバーがいない場
合も、本社は本認証制度の対象に含まれます。

営業所名及び住所
は登録証書にその
まま記載されます
ので正確に記入し
てください。

この例は、認証単位が「一部都道府県」
の場合で東京都内と埼玉県内の全て
の営業所が認証申請の対象となる場
合のものです。そのため、東京都と
埼玉県の両方が記載されています。

認証は事業種別毎に行われるため、一つの会社
で複数の事業種別の認証を申込む場合はそれぞ
れにつき申込書を作成してお申込みください。
バスを選択した場合は、事業種別の詳細（貸切
バス又は乗合バス（両方行っている場合は両方）
を選択してください。

一部都道府県で認証を申請する場合は、「一部
都道府県」にチェックを入れて、括弧内に都道
府県名を記入してください。

認証段階によっていずれかを選択してください。

提出書類である就業規則、36 協定の
届出方法をそれぞれ選択ください。

この項目は本制度の普及推進のために調査する
もので、審査の合否には関係ありません。
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　　　ウ．自認書の記入について
　　　　　下記記入例をご覧ください。

自認書の記入例（様式Ｃ）

会社名

代表者名

【Ａ．法令遵守等】 基準日注1）

通し
番号 採点

注3)

1． 必須

2． 必須

3． 必須

4． 必須

5． 必須

6． 必須

7． 必須

8． 必須

9． 必須

認　　　　　　　　　　　証　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目
対象
期間 自認

注2)

 運転者職場環境良好度認証制度の申請にあたり、運転者の労働条件や労働環境に対する取り組みに関する認証項目・参考
項目について、下記のとおり自認します。

注1） 基準日は、申請月の前月の任意の日を申請者が指定してください。

注2）
各項目について自認できる場合は「○」を記入し、自認できない場合、該当がない場合は何も記入しないでください。点数の
欄は認証申請の対象営業所の全てが該当する場合は「２点」、対象営業所の一部が該当する場合は「１点」に「○」を記入し
てください。

注3）
通し番号ごとに合計し採点欄に記入してください。（カッコ内の点数は認証に必要な点数を記載しています。）
なお、「必須」と記入された項目は採点不要です。

運転者職場環境良好度認証制度の申請に係る自認書

一般財団法人 日本海事協会 殿

年      月     日

日本海事バス株式会社
印

海事 ひかる

認  証  項  目
「認証項目」は、本認証制度において合否を判定するための項目で、全ての項目を満たす必要があります。ただし、一部の認証項目に
は複数の小項目(選択必須項目)が設定されており、すべての小項目（選択必須項目）を満たさなくても、設定された基準（カッコ内の
点数）に達していればその評価項目が満たされます。

年　　　　　　　月　　　　　　　日

労働基準関係法令違反に係る厚生労働省及び都道府県労働局の公表事案として同省等のウェブサイトに掲載されてい
ない。

過去
1年間

〇

労働基準関係法令の違反で送検されていない。または、送検されたが不起訴処分又は無罪となっている。 〇
使用者によって不当労働行為が行われたとして都道府県労働委員会又は中央労働委員会から救済命令等を受けていな
い。または、中央労働委員会による再審査又は取消訴訟により、救済命令等の取消しが確定している。

〇

道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分の累積違反点数が２０点を超えていない。 〇

就業規則が制定され、労働基準監督署長に届出されている。また、従業員に周知されている。 〇

３６協定が締結され、労働基準監督署長に届出されている。また、従業員に周知されている。 〇

従業員と労働契約を締結する際に、労働条件通知書を交付し、説明を行っている。

本認証制度に基づく認証に関し、例えば、認証事業者ではないにも関わらず認証マークを表示するなど、事実とは異なる
内容を表示又は説明していない。

〇

〇

本認証制度に基づく認証を取り消されていない。 〇

申込書の提出日を西暦でご記入ください。

各項目について自認できる場合は「〇」を記入し、
自認できない場合は何も記入しないでください。

「過去〇年間」は、基準日から遡って〇年間になります。

基準日は、申請月
の前月の任意の日
を申請者が指定し
てください。
※�提出日ではあり
ません。

印は、社印でも代
表者の個人印でも
結構です。
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【B．労働時間・休日】
通し
番号 採点

10． 必須

11．

2点 1点

2点 1点

2点 1点

2点 1点

2点

2点

2点

2点 1点

2点 1点

2点

12 必須

13． 必須

14． 必須

運転者ごとに拘束時間、運転時間、休憩時間、休息期間を一覧表の形式で管理しているか、又はこれと同等以上の
水準でソフトウェアにより管理している。

⑨ デジタル式運行記録計（デジタコ）を導入し、分析ソフトを使用して運用している。

⑩
事業者の代表者又は担当役員が、四半期毎以上の頻度で、以下の項目について報告を受けているか、又は自ら把
握している。
【把握事項：対象営業所の時間外労働時間、休日労働時間、有給休暇取得の状況】

⑤ 労働基準法で義務付けられている日数を超える年次有給休暇を付与している。

⑥ 全社的な年次有給休暇の取得促進のための具体的なルールを設けている。

⑦

労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の時間外労働の合計時間を年間９６０時間以内
に制限している。
※法定労働時間を超える時間外労働が対象。

認　　　　　　　　　　　証　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目
対象
期間 自認

認証申請の対象営業所について、月の拘束時間（トラック・タクシー）、月の拘束時間あるいは４週間を平均した１週間当た
りの拘束時間（バス）又は休日労働の限度違反に対する行政処分による累積違反点数が5点を超えていない。
※道路運送法、貨物自動車運送事業法等に基づく行政処分が対象。

過去
1年間 〇

基準日

特別有給休暇制度（例．慶弔休暇、病気休暇、バースデー休暇、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、消滅有休積立
制度等）がある。

①
労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の休日労働及び時間外労働の合計時間
を年間９６０時間以内に制限することを計画している、又は定めている。
※法定労働時間を超える時間外労働が対象。

②
労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の連続勤務を１２日以内に制限することを
計画している、又は定めている。

運転者ごとに時間外労働時間及び休日労働時間を賃金台帳などで適切に管理しているか、又はこれと同等以上の水準で
ソフトウェアにより管理している。

基準日 〇

⑪
その他、上記項目に該当しない労働時間管理・休日取得のための取り組みを実施している（自由記述欄に取り組み
を記述）。

2点

労使協定、労働協約、就業規則又はこれに準ずる文書において、運転者の勤務終了後の休息期間を９時間以上（隔日勤
務を実施する場合,22時間(タクシー),20時間(トラック,バス)以上）確保している。

〇基準日

基準日

労働時間管理・休日取得のための取り組みを実践している。

③
フルタイムの運転者の年間の休日数は平均１０５日以上（※注）である。（計画でも可）
※注：年次有給休暇等の休暇を除く（年間の法定休日及び法定外休日の合計が平均105日以上）

④
フルタイムの運転者について、完全週休２日制（※注）を採用している。
※注：１年を通して、毎週２日の休日がある。

労働時間、休日に関する規定を計画や規則等で定めている。

⑧

〇

7
／

(一つ星
6点

二つ星
12点)

自由記述欄
（「自由記述欄」に記述がなかった場合は、本通し番号（11-⑪）を満たしていないものとする。）

認証申請の対象営
業所全てが該当す
る場合は「2 点」、
対象営業所の一
部が該当する場合
は「1点」に「〇」
を記入してくださ
い。

「〇」を記入した
点数の合計を記入
してください。
カッコ内の点数は
認証に必要な点数
です。記入した合
計点がこの点数以
上でないと本認証
項目を満たすこと
はできません。

該当する取り組み等がある場合は、この欄に取
り組み等を簡潔かつ具体的に記入したうえで点
数に「〇」を記入してください。
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【Ｆ．自主性・先進性等】 以降の通し番号15～20については、「二つ星」では認証項目となっているため、「一つ星」のみに適用
通し
番号 採点

15． 2点 1点

16． 2点 1点

18． 2点 1点

19． 2点

20． 2点

特記事項

17．

労働安全衛生、健康経営、次世代育成支援、若者の採用・育成、女性の活躍促進、環境経営等に取り組む優良な事業者
等として公的な認定・認証等を受けている。または、国、地方自治体、警察又は陸上貨物運送事業労働災害防止協会、交
通安全協会から、長時間労働の是正等の働き方改革や労働安全衛生、交通安全に関する表彰を受けたことがある。

認定・
認証等：
基準日

表彰：
過去
３年間

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　項　　　　　　　　　　目
対象
期間 自認

腰痛、転落等の労働災害の発生の防止や業務の軽労働化・快適化のための投資を行っている。
【例：テールゲートリフター、パワーアシストスーツ、フォークリフト、AT車、便所、休憩室の改善、タクシーの自動日報作成シ
ステム等】

過去
3年間

2点 1点

トラック
「トラック運送業における適正取引推進ガイドライン」(国土交通省)を踏まえ、同様の対応を行うように努める方
針を企業のトップが明文化するとともに、従業員に周知している。

基準日

参考項目合計

点

【対象】
・安全衛生優良企業（厚生労働省）
・健康経営優良法人（経済産業省）
・くるみん（厚生労働省）
・ユースエール（厚生労働省）
・えるぼし（厚生労働省）
・女性ドライバー応援企業認定制度（国土交通省）
・労働安全マネジメント、環境マネジメント、道路交通安全マネジメント、品質マネジメント、衛生・安全・環境マネジメントに
関する ISO 認証（Ex. ISO45001、ISO14001、ISO39001、ISO9001、HSE 等）
・グリーン経営認証制度（交通エコロジー・モビリティ財団）
・引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）
・優秀安全運転事業所表彰（自動車安全運転センター)
・その他の公的な認定・認証等であって、認証団体が適当と認めるもの

トラック
認証申請の対象事業所の過半数において、貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク制度）の認定を受
けている。

基準日

バス 日準基。るいてけ受を定認の）クーマスバィテフーセ（度制定認価評性全安者業事スバ切貸

労働時間の短縮、多様な人材の確保・育成、業務の軽労働化・快適化等の労働条件や労働環境を向上させるための自主
的、積極的、独創的、先進的又は高度な取り組みを実施している。
【例：社員表彰制度、キャリアパスの明示、部活動・同好会への支援、レクリエーションの実施、マッサージ器の導入等】

基準日

申請にあたって以下のような事項がありましたらご記入ください。
・グループ会社等を同じ担当者の方が同時に申請する場合は各会社名
・会社の分割・合併、営業所の追加の予定等
・提出書類についての事業
・その他連絡事項
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　　　　エ．提出書類 6 種類について
　　　　　�　提出書類 6 種類をご用意ください。提出書類の表紙（表紙の様式Ｄ－ 1 ～Ｄ－ 6）をウェブサ

イトからダウンロードし、各提出書類のおもてにのせてクリップ止めしてください。

　　　　　　＜提出書類 6種類＞

　　　　　　　ａ）就業規則の写し
　　　　　　　ｂ）36協定の写し
　　　　　　　ｃ）労働条件通知書の写し
　　　　　　　ｄ）安全衛生委員会等関連書類の写し
　　　　　　　ｅ）�労働安全衛生規則第 52条関係で規定する定期健康診断結果報告書（様式第 6号）の

写し
　　　　　　　ｆ）�事業改善報告書等の写し（行政処分の違反点数を受けている事業者のみ対象）

　　（3）紙申請に係る書類の送付について
　　　�　書類一式の作成が完了しましたら、「郵送物チェックリスト」（ダウンロードしてください）を用い、

書類の過不足を確認（確認欄に□✓）してください。
　　　�　「郵送物チェックリスト」、「申請書類」（3 種類 ： 申込書、本社・営業所一覧、自認書）、「提出書類」（6

種類）を下記に郵送してください。

　　　　　　　　　　　　〒 102-8567　東京都千代田区紀尾井町 4-7
　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人日本海事協会　交通物流部　行

　　　　　　　　　　　　注１）「保管書類」は郵送しないでください。
　　　　　　　　　　　　注２）提出された書類は返却できません。
　　　　　　　　　　　　注３）送付する書類は A4 サイズに統一してください。
　　　　　　　　　　　　注４）「申請書類在中」と封筒の表に記載してください。 

　　（4）申請後について
　　　�　紙申請の場合、弊会発行の各書類（請求書等）は、すべて郵送いたします。登録証書は、ご登録の

実質上の本社住所にお送りいたします。
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申請に関するご質問はこちらをご確認ください

　　　　　　　　申請 FAQ・よくある質問 ▶　　　　


